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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、前記方法は、
　ａ）プロセッサを備えているコンピュータシステム上のモジュールへのアクセスを提供
することであって、前記モジュールは、複数の医療ケアアルゴリズムに関連付けられ、前
記モジュールは、各々が少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられ
た複数の選択可能アイコンをユーザに表示する、ことと、
　ｂ）前記ユーザが前記選択可能アイコンのうちの少なくとも１つを選択したことを決定
することであって、それに応じて、前記プロセッサは、前記選択されたアイコンに関連付
けられた医療ケアアルゴリズムに対して、医療ケアアルゴリズムデータベースを検索し、
選択された医療ケアアルゴリズムを提供する、ことと、
　ｃ）対象に関連付けられた医療画像を表示することと、
　ｄ）前記コンピュータシステムによって、前記選択されたアイコンが選択されたこを記
録することであって、前記記録は、アクセスの電子医療記録を提供する、ことと、
　ｅ）ディスプレイ上に、前記選択された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示
することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記選択された医療ケアアルゴリズムは、手技特有のアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つのステップに関連付けられたステップアイコンを選択することによって
、前記医療ケアアルゴリズムの前記少なくとも１つのステップを医療記録内に記録するこ
とをさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記医療記録内に記録することは、タイムスタンプを記録する、請求項１～３のいずれ
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か一項に記載の方法。
【請求項５】
　対象のための治療介入を提案することをさらに含み、前記治療介入は、前記選択された
アイコンに関連する、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　エンコードされたコンピュータ実行可能コードを有するコンピュータ読み取り可能な媒
体を備えているコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータ実行可能コード
は、医療ケアアルゴリズムを提供する方法を実装するよう実行されるように適合され、
　前記方法は、
　ａ）医療ケアアルゴリズム管理システムを提供することであって、前記医療ケアアルゴ
リズム管理システムは、
　ｉ）ディスプレイモジュールと、
　ｉｉ）検出モジュールと、
　ｉｉｉ）検索モジュールと、
　ｉｖ）医療撮像モジュールと、
　ｖ）出力モジュールと
　を備えている、ことと、
　ｂ）前記ディスプレイモジュールによって、複数の選択可能アイコンをユーザに表示す
ることであって、各選択可能アイコンは、医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられ
ている、ことと、
　ｃ）前記ディスプレイモジュールおよび前記医療撮像モジュールによって、対象に関連
付けられた医療画像を前記ユーザに表示することと、
　ｄ）前記検出モジュールによって、選択可能アイコンが前記ユーザによって選択された
ことを検出することであって、前記選択されたアイコンは、識別を有する、ことと、
　ｅ）前記選択されたアイコンの識別に基づいて、前記検索モジュールによって、医療ケ
アアルゴリズムのデータベースを検索することであって、前記検索は、前記選択されたア
イコンに関連付けられた識別された医療ケアアルゴリズムを識別する、ことと、
　ｆ）前記出力モジュールによって、前記識別された医療ケアアルゴリズムを出力するこ
とと
　を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項７】
　前記医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬分注システムに対する
処方インターフェースをさらに備え、前記方法は前記処方インターフェースによって、処
方要求を薬調合機械に提出することをさらに含む、請求項６に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８】
　前記処方要求の前記提出は、タイムスタンプをさらに備えている、請求項７に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項９】
　前記医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬局への薬局インターフ
ェースをさらに備え、前記方法は、電子医療記録を提供することをさらに含む、請求項６
～８のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１０】
　前記出力モジュールは、前記識別された医療アルゴリズムのステップを出力する、請求
項６～９のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　前記医療ケアアルゴリズム管理システムは、ナビゲーションモジュールをさらに備え、
前記ナビゲーションモジュールは、承認アイコンを備え、前記ナビゲーションモジュール
は、前記承認アイコンが選択されたことを検出すると、後続ステップをさらに表示する、
請求項６～１０のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項１２】
　前記承認アイコンを選択することは、前記後続ステップの出力に先立って要求される、
請求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　前記ナビゲーションモジュールは、複数の分岐アイコンを備え、各分岐アイコンは、前
記識別された医療ケアアルゴリズムの異なる分岐に独立して関連付けられ、前記ナビゲー
ションモジュールは、選択された分岐に関連付けられた前記分岐アイコンが選択されたこ
とを検出すると、前記選択された分岐にアクセスする、請求項１１または１２に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　前記方法は、記録モジュールをさらに含み、前記記録モジュールは、対象に関連付けら
れた少なくとも１つのパラメータを記録する、請求項６～１３のいずれか一項に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　前記方法は、前記記録されたパラメータに基づいて、前記対象に合わせて前記識別され
た医療ケアアルゴリズムをカスタマイズすることをさらに含む、請求項１４に記載のコン
ピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記方法は、前記記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬調合機械に提出する
ことをさらに含む、請求項１４または１５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７】
　前記方法はさらに、前記記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬局に提出する
ことを含む、請求項１４または１５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１８】
　前記方法は、前記出力モジュールによって、関連医療媒体を出力することをさらに含む
、請求項６～１７のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１９】
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、前記方法は、
　ａ）コンピュータシステムによって、要求を受信することであって、前記コンピュータ
システムは、プロセッサを備えている、ことと、
　ｂ）前記プロセッサによって、前記要求に基づいて、医療ケアアルゴリズムのデータベ
ースを検索し、それによって、前記要求に関連付けられた少なくとも１つの医療ケアアル
ゴリズムを識別することと、
　ｃ）対象に関連付けられた医療画像を表示することと、
　ｄ）前記コンピュータシステムによって、前記識別された医療ケアアルゴリズムを記録
することであって、前記記録することは、前記要求の電子医療記録を提供する、ことと、
　ｅ）前記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示することと
　を含む、方法。
【請求項２０】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムを通して経過を追跡することをさらに含む、請求
項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記経過は、対象に関連付けられた電子医療記録内に記録される、請求項２０に記載の
方法。
【請求項２２】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部は、選択可能アイコンに関連付
けられている、請求項１９～２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも１つのステップを医療記録内に記録
することをさらに含む、請求項１９～２２のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項２４】
　対象のための治療介入を提案することをさらに含み、前記治療介入は、前記選択された
アイコンに関連する、請求項１９～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、前記方法は、
　ａ）プロセッサを備えているコンピュータシステムからのモジュールに対するアクセス
を提供することであって、前記モジュールは、少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムを
備えている、ことと、
　ｂ）ユーザが少なくとも１つの選択可能アイコンを選択したことを検出することであっ
て、前記プロセッサは、前記選択に基づいて、電子医療記録を提供する、ことと、
　ｃ）対象に関連付けられた医療画像を表示することと、
　ｄ）前記医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部をディスプレイ上に表示することと
　を含む、方法。
【請求項２６】
　前記医療ケアアルゴリズムに基づいて、治療介入を対象に対して提案することをさらに
含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記方法は、処方インターフェースを少なくとも１つの薬調合機械に提供し、処方要求
を前記少なくとも１つの薬調合機械に提案することをさらに含む、請求項２５または２６
に記載の方法。
【請求項２８】
　前記方法は、処方インターフェースを少なくとも１つの薬局に提供し、処方要求を前記
少なくとも１つの薬局に提案することをさらに含む、請求項２５～２７のいずれか一項に
記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　いくつかの実施形態では、本発明は、医療ケアアルゴリズムにアクセスする方法であっ
て、ａ）ユーザによって、少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムを備えているモジュー
ルにアクセスすることであって、モジュールは、プロセッサを備えているコンピュータシ
ステムからアクセスされる、ことと、ｂ）少なくとも１つの選択可能アイコンを選択する
ことによって、モジュール内の医療ケアアルゴリズムをナビゲートすることであって、プ
ロセッサは、選択に基づいて、電子医療記録を提供する、ことと、ｃ）医療ケアアルゴリ
ズムの少なくとも一部をディスプレイにおいて閲覧することとを含む、方法を提供する。
本明細書は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、上記方法は、
　ａ）プロセッサを備えているコンピュータシステム上のモジュールへのアクセスを提供
することであって、上記モジュールは、複数の医療ケアアルゴリズムに関連付けられ、前
記モジュールは、各々が少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられ
た複数の選択可能アイコンをユーザに表示する、ことと、
　ｂ）上記ユーザが上記選択可能アイコンのうちの少なくとも１つ選択したことを決定す
ることであって、それに応じて、上記プロセッサは、上記選択されたアイコンに関連付け
られた医療ケアアルゴリズムに対して、医療ケアアルゴリズムデータベースを検索し、選
択された医療ケアアルゴリズムを提供する、ことと、
　ｃ）上記コンピュータシステムによって、上記選択されたアイコンが選択されたこを記
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録することであって、上記記録は、アクセスの電子医療記録を提供する、ことと、
　ｄ）ディスプレイ上に、上記選択された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示
することと
　を含む、方法。
（項目２）
　上記選択された医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
（項目３）
　上記選択された医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、
項目１に記載の方法。
（項目４）
　上記選択された医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
（項目５）
　上記選択された医療ケアアルゴリズムは、手技特有のアルゴリズムを備えている、請求
項１に記載の方法。
（項目６）
　上記選択された医療ケアアルゴリズムは、外科手術手技を行うためのアルゴリズムを備
えている、項目１に記載の方法。
（項目７）
　少なくとも１つのステップに関連付けられたステップアイコンを選択することによって
、上記医療ケアアルゴリズムの上記少なくとも１つのステップを医療記録内に記録するこ
とをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目８）
　上記医療記録内に記録することは、タイムスタンプを記録する、項目７に記載の方法
。
（項目９）
　関連医療媒体を表示することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　対象のための治療介入を提案することをさらに含み、上記治療介入は、上記選択された
アイコンに関連する、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　エンコードされたコンピュータ実行可能コードを有するコンピュータ読み取り可能な媒
体を備えているコンピュータプログラム製品であって、上記コンピュータ実行可能コード
は、医療ケアアルゴリズムを提供する方法製品を実装するよう実行されるように適合され
、
　上記方法は、
　ａ）医療ケアアルゴリズム管理システムを提供することであって、上記医療ケアアルゴ
リズム管理システムは、
　ｉ）ディスプレイモジュールと、
　ｉｉ）検出モジュールと、
　ｉｉｉ）検索モジュールと、
　ｉｖ）出力モジュールと
　を備えている、ことと、
　ｂ）上記ディスプレイモジュールによって、複数の選択可能アイコンをユーザに表示す
ることであって、各選択可能アイコンは、医療ケアアルゴリズムに独立して関連付けられ
ている、ことと、
　ｃ）上記検出モジュールによって、選択可能アイコンが上記ユーザによって選択された
ことを検出することであって、上記選択されたアイコンは、識別を有する、ことと、
　ｄ）上記選択されたアイコンの識別に基づいて、上記検索モジュールによって、医療ケ
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アアルゴリズムのデータベースを検索することであって、上記検索は、上記選択されたア
イコンに関連付けられた識別された医療ケアアルゴリズムを識別する、ことと、
　ｅ）上記出力モジュールによって、上記識別された医療ケアアルゴリズムを出力するこ
とと
　を含む、コンピュータプログラム製品。
（項目１２）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目１３）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、
項目１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目１４）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目１５）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムは、専門科特有のアルゴリズムを備えている、請
求項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目１６）
　上記医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬分注システムに対する
処方インターフェースをさらに備え、上記方法は上記処方インターフェースによって、処
方要求を上記薬調合機械に提出することをさらに含む、項目１１に記載のコンピュータ
プログラム製品。
（項目１７）
　上記電子医療記録は、タイムスタンプをさらに備えている、項目１６に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
（項目１８）
　上記医療ケアアルゴリズム管理システムは、少なくとも１つの薬局への薬局インターフ
ェースをさらに備え、上記方法は、電子医療記録を提供することをさらに含む、項目１
１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目１９）
　上記電子医療記録は、タイムスタンプをさらに備えている、項目１８に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
（項目２０）
　上記出力モジュールは、上記識別された医療アルゴリズムのステップを出力する、請求
項１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目２１）
　上記医療ケアアルゴリズム管理システムは、ナビゲーションモジュールをさらに備え、
上記ナビゲーションモジュールは、承認アイコンを備え、上記ナビゲーションモジュール
は、上記承認アイコンが選択されたことを検出すると、後続ステップをさらに表示する、
項目１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目２２）
　上記承認アイコンを選択することは、上記後続ステップの出力に先立って要求される、
項目２１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目２３）
　上記ナビゲーションモジュールは、複数の分岐アイコンを備え、各分岐アイコンは、前
記識別された医療ケアアルゴリズムの異なる分岐に独立して関連付けられ、上記ナビゲー
ションモジュールは、選択された分岐に関連付けられた上記分岐アイコンが選択されたこ
とを検出すると、上記選択された分岐にアクセスする、項目２１に記載のコンピュータ
プログラム製品。
（項目２４）
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　上記方法は、記録モジュールをさらに含み、上記記録モジュールは、対象に関連付けら
れた少なくとも１つのパラメータを記録する、項目１１に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
（項目２５）
　上記方法は、上記記録されたパラメータに基づいて、上記対象に合わせて上記識別され
た医療ケアアルゴリズムをカスタマイズすることをさらに含む、項目２４に記載のコン
ピュータプログラム製品。
（項目２６）
　上記方法は、上記記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬調合機械に提出する
ことをさらに含む、項目２４に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目２７）
　上記方法はさらに、上記記録されたパラメータに基づいて、処方要求を薬局に提出する
ことを含む、項目２４に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目２８）
　上記治療される対象に関連付けられたパラメータは、上記治療される対象の体重である
、項目１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目２９）
　上記治療される対象に関連付けられたパラメータは、上記治療される対象の年齢である
、項目１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目３０）
　上記治療される対象に関連付けられたパラメータは、上記治療される対象の性別である
、項目１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目３１）
　上記方法は、上記出力モジュールによって、関連医療媒体を出力することをさらに含む
、項目１１に記載のコンピュータプログラム製品。
（項目３２）
　医療ケアアルゴリズムを提供する方法であって、上記方法は、
　ａ）コンピュータシステムによって、要求を受信することであって、上記コンピュータ
システムは、プロセッサを備えている、ことと、
　ｂ）上記プロセッサによって、上記要求に基づいて、医療ケアアルゴリズムのデータベ
ースを検索し、それによって、上記要求に関連付けられた少なくとも１つの医療ケアアル
ゴリズムを識別することと、
　ｃ）上記コンピュータシステムによって、上記識別された医療ケアアルゴリズムを記録
することであって、上記記録することは、上記要求の電子医療記録を提供する、ことと、
　ｄ）上記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部を表示することと
　を含む、方法。
（項目３３）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムを通して経過を追跡することをさらに含む、請求
項３２に記載の方法。
（項目３４）
　上記経過は、対象に関連付けられた電子医療記録内に記録される、項目３３に記載の
方法。
（項目３５）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部は、選択可能アイコンに関連付
けられている、項目３２に記載の方法。
（項目３６）
　上記選択可能アイコンは、タッチスクリーンアイコンである、項目３５に記載の方法
。
（項目３７）
　上記医療ケアアルゴリズムとともに、関連医療媒体を表示することをさらに含む、請求
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項３２に記載の方法。
（項目３８）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムは、モバイルデバイス上に表示される、項目３
２に記載の方法。
（項目３９）
　上記医療ケアアルゴリズムは、危機的ケアアルゴリズムを備えている、項目３２に記
載の方法。
（項目４０）
　上記医療ケアアルゴリズムは、やや危機的ケアアルゴリズムを備えている、項目３２
に記載の方法。
（項目４１）
　上記医療ケアアルゴリズムは、小児科ケアアルゴリズムを備えている、項目３２に記
載の方法。
（項目４２）
　上記医療ケアアルゴリズムは、緊急ケアアルゴリズムを備えている、項目３２に記載
の方法。
（項目４３）
　上記医療ケアアルゴリズムは、外科手術手技を備えている、項目３２に記載の方法。
（項目４４）
　上記医療ケアアルゴリズムは、手技特有のアルゴリズムを備えている、項目３２に記
載の方法。
（項目４５）
　上記識別された医療ケアアルゴリズムの少なくとも１つのステップを医療記録内に記録
することをさらに含む、項目３２に記載の方法。
（項目４６）
　対象のための治療介入を提案することをさらに含み、上記治療介入は、上記選択された
アイコンに関連する、項目３２に記載の方法。
（項目４７）
　医療ケアアルゴリズムにアクセスする方法であって、上記方法は、
　ａ）ユーザによって、少なくとも１つの医療ケアアルゴリズムを備えているモジュール
にアクセスすることであって、上記モジュールは、プロセッサを備えているコンピュータ
システムからアクセスされる、ことと、
　ｂ）少なくとも１つの選択可能アイコンを選択することによって、上記モジュール内の
医療ケアアルゴリズムをナビゲートすることであって、上記プロセッサは、上記選択に基
づいて、電子医療記録を提供する、ことと、
　ｃ）上記医療ケアアルゴリズムの少なくとも一部をディスプレイにおいて閲覧すること
と
　を含む、方法。
（項目４８）
　上記医療ケアアルゴリズムに基づいて、治療介入を対象に提供することをさらに含む、
項目４７に記載の方法。
（項目４９）
　上記ユーザは、外科医であり、外科手術の準備のために、ａ）－ｃ）のうちの少なくと
も１つを行う、項目４７に記載の方法。
（項目５０）
　上記ユーザは、外科医であり、外科手術中、ａ）－ｃ）のうちの少なくとも１つを行う
、項目４７に記載の方法。
（項目５１）
上記ナビゲートすることは、処方要求を薬調合機械に提出することをさらに含む、項目
４７に記載の方法。
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（項目５２）
　上記ナビゲートすることは、処方要求を薬局に提出することをさらに含む、項目４７
に記載の方法。
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